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第２特集

会
計
処
理
の
変
更
も
検
討
を

業
務
シ
ス
テ
ム
の

複
数
帳
簿
機
能
の
ポ
イ
ン
ト

Part ５ こ
の
章
の
ポ
イ
ン
ト

●
シ
ス
テ
ム
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕
訳
を
入

れ
る
場
合
、そ
の
シ
ス
テ
ム
が
複
数
帳

簿
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
る
。

●
シ
ス
テ
ム
が
複
数
帳
簿
機
能
を
も
た
な

い
場
合
、日
本
基
準
の
会
計
処
理
方
法

を
見
直
し
、日
本
基
準
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
を

同
一の
会
計
処
理
に
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。

複
数
帳
簿
機
能
の
内
容

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
４
で
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕

訳
の
組
込
パ
タ
ー
ン
①
～
③
そ
れ
ぞ
れ
で

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕
訳
を
入
れ
る
場
合
を
説

明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
た
め
に

は
、
各
シ
ス
テ
ム
が
日
本
基
準
上
の
処
理

に
加
え
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕
訳
を
入
力
で

き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
複

数
帳
簿
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提

と
な
る
。
複
数
帳
簿
機
能
と
は
、
複
数
の

会
計
基
準
の
帳
簿
デ
ー
タ
を
１
つ
の
シ
ス

テ
ム
に
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
で

あ
る
。　

現
行
の
会
計
基
準
で
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
は

あ
く
ま
で
連
結
財
務
諸
表
に
適
用
さ
れ
る

基
準
で
あ
り
、
個
別
の
財
務
諸
表
や
税
務

申
告
は
あ
く
ま
で
日
本
基
準
の
財
務
諸
表

が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
シ
ス
テ
ム
は
日
本
基
準
ベ
ー
ス

の
財
務
諸
表
を
保
持
し
な
く
て
は
な
ら

ず
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
導
入
の
際
に
は
、
日
本
基

準
に
加
え
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
帳
簿
デ
ー
タ
を

保
有
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

こ
の
と
き
、
パ
タ
ー
ン
②
、
パ
タ
ー
ン

③
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
検
討
の
必
要
は

な
い
。
会
計
シ
ス
テ
ム
や
連
結
シ
ス
テ
ム

で
あ
れ
ば
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
対
応
の
た
め
、
複

数
帳
簿
機
能
を
す
で
に
有
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
た
め
だ
。
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て

い
る
大
企
業
向
け
の
会
計
シ
ス
テ
ム
や
連

結
シ
ス
テ
ム
は
複
数
帳
簿
に
対
応
す
る
た

め
の
機
能
が
あ
る
。

一
方
で
、
①
業
務
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る

複
数
帳
簿
機
能
の
対
応
は
、
ケ
ー
ス
バ
イ

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
業
務
シ
ス
テ
ム
は
あ
く

ま
で
業
務
の
た
め
に
設
計
さ
れ
た
シ
ス
テ

ム
で
あ
り
、
会
計
情
報
を
集
約
す
る
こ
と

が
主
目
的
と
は
限
ら
な
い
た
め
だ
。

た
と
え
ば
固
定
資
産
管
理
シ
ス
テ
ム
で

あ
れ
ば
、
複
数
帳
簿
機
能
を
有
す
る
場
合

が
多
い
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

導
入
が
議
論
さ
れ
る
前
か
ら
、
税
法
上
と

会
計
上
の
固
定
資
産
の
会
計
処
理
が
異
な

る
場
合
が
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
に
複
数
帳
簿

を
有
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
業
務
シ
ス
テ
ム
で
も

固
定
資
産
シ
ス
テ
ム
の
よ
う
に
複
数
帳
簿

機
能
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。

一
方
で
、
販
売
、
購
買
シ
ス
テ
ム
の
よ

が
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕
訳
を
計

算
す
る
た
め
の
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
を
作

成
、
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
点
に
留
意
が

必
要
で
あ
る
。
②
③
の
パ
タ
ー
ン
は
導
入

に
あ
た
り
ス
プ
レ
ッ
ド
シ
ー
ト
が
多
く
作

成
さ
れ
て
し
ま
い
、
導
入
後
の
更
新
作
業

が
大
変
で
あ
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。

設
　
例

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
認
識
さ
れ

た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
調
整
仕
訳
に
つ
い
て
、
シ
ス

テ
ム
要
件
整
理
表
の
作
成
を
行
う（
図
表

16
）。こ

こ
で
、
シ
ス
テ
ム
要
件
整
理
表
に
基

づ
き
、
販
売
シ
ス
テ
ム
と
固
定
資
産
シ
ス

テ
ム
に
追
加
開
発
を
行
う
。
販
売
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
着
荷
日
付
に
転
記
日
付

が
記
録
さ
れ
た
伝
票
を
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
用
の
帳

簿
デ
ー
タ
に
記
録
す
る
よ
う
に
、
固
定
資

産
シ
ス
テ
ム
は
日
本
基
準
の
帳
簿
を
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
用
の
帳
簿
デ
ー
タ
に
コ
ピ
ー
し
、
償

却
方
法
を
定
率
法
か
ら
定
額
法
へ
変
更
す

る
よ
う
に
設
定
す
る
。

な
お
、
未
払
給
与
の
計
算
は
ス
プ
レ
ッ

ド
シ
ー
ト
に
基
づ
き
計
算
を
行
う
た
め
、

特
に
人
事
給
与
シ
ス
テ
ム
へ
の
対
応
は
不

要
で
あ
る
。
ま
た
、
の
れ
ん
の
償
却
費
用

の
取
消
し
も
計
算
不
要
の
た
め
、
シ
ス
テ

ム
へ
の
対
応
は
不
要
で
あ
る
。

甲
企
業
の
シ
ス
テ
ム
フ
ロ
ー
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
調
整
仕
訳
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
図

表
17
の
よ
う
に
な
る
。


